
３．役員任期満了に伴う改選の件

＊定款一部抜粋

（ 役員の配置）

第１８条 本会に次の役員を置く 。

（ １） 理事 ４０名以上８０名以内

（ ２） 監事 ３名以内

２ 理事のうち１名を会長、１０名以内を副会長とし、１名を専務理事とすることができる。

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、

副会長、専務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。

（ 役員の選任等）

第１９条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

２ 会長、副会長、及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

３ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係

にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様と

する。

４ 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係で

ある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とす

る。

（ 役員の任期）

第２２条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

通常総会の終結のときまでとする。

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総

会の終結のときまでとする。

３ 理事又は監事については、再任を妨げない。

４ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

５ 理事又は監事は、第１８条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての

権利義務を有する。

＊役員等の退任基準に関する内規一部抜粋

（ 退任年齢）

第３条 役員等（ 専務理事を除く ） の退任年齢は７５歳とする。

（ 退任年齢の判定日）

第４条 役員改選が行われる年の３月３１日とする。



   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   


